


平成２５年度版 

倉敷の環境白書（概要版） 

 

 

 

 

 

平成２４年度トピックス ................................................................................................. 1  ページ 

 

第 1章 倉敷市の環境行政と概況 

 

1 環境に関する市民の関心 .................................................................................. 3  ページ 

 

2 環境行政経費 ................................................................................................. 4 

 

3 自然条件・人口・産業 ....................................................................................... 4 

 

第 2章 環境施策の推進 

 

1 身近な自然の保全 ........................................................................................... 5 ページ 

 

2 水質汚濁の防止 .............................................................................................. 8 

 

3 大気汚染の防止 ............................................................................................ 15 

 

4 騒音・振動の防止 .......................................................................................... 20 

 

5 化学物質による汚染状況の把握 ....................................................................... 22 

 

6 公害苦情 ..................................................................................................... 24 

 

7 廃棄物減量とリサイクルの推進 ......................................................................... 25 

 

8 地球温暖化対策 ........................................................................................... 27 

 

9 環境教育・環境学習の推進 ............................................................................. 30 

 

 

※本文中の太字＊については、各表題の後半に用語解説を掲載しています。 

 

◆目  次 

議事１ 

倉敷市 
 



- 1 - 

 

 

平成 24年度の新規事業・施策について紹介いたします。詳細は関連ページをご覧ください。 

 

Topics1:生物多様性地域戦略策定に向けた取り組み 

関連ページ 18,88～89ページ 

物多様性の重要性や、生物多様性

に迫る危機を広く市民の皆さんに認

識してもらうため、生物多様性シンポ

ジウムや講演会を開催するとともに、生き物や自

然の保全・利活用に関する情報や課題を得るた

め、いきものまちづくり懇談会を開催しました。  

また、専門家や関係者で構成する倉敷市生

物多様性地域戦略策定委員会を立ち上げ、倉

敷らしさをもった地域戦略の策定を進めていま

す。 
 

 

Topics2:大気汚染監視体制の強化 

関連ページ 45ページ 

2.5 測定機による本格的な監視を、

平成 23 年度に設置した松江・大

高・美和の 3 局で開始しました。平

成 24 年度は全局で PM2.5 の環境基準値を達

成できませんでした。また、新たに玉島、児島、

塩生の 3 局に追加配備し、更なる監視体制の

強化を図りました。 

生 

PM 
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環境白書本編の 
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Topics3:ポイ捨ての防止及び路上喫煙の制限に関する条例 

関連ページ 60～61ページ 

上喫煙による身体や財産への影響や被

害を防ぐため、路上喫煙を制限する項目

等を追加し、条例を改めました。市内全

域でたばこを吸いながら歩いたりしないように努め

るとともに、ＪＲ倉敷駅周辺の制限区域内の公共の

道路・公園などでは、指定喫煙所 4 箇所以外でた

ばこを吸ってはならないこととしました。平成 25 年

度からの施行に向けて、周知・啓発に努めました。 

 

Topics4:中小企業の地球温暖化対策 

関連ページ 78ページ 

業の多くを占める中小・小規模事業者

のため、平成 24 年度から「くらしき省エ

ネセミナー」を開催しています。専門家

を招いての講義で、省エネ・節電のノウハウを改善

事例とともにわかりやすく解説し、投資効果の高い

改善手法など数々のヒントを提供しています。コスト

削減や収益向上を通じて、企業の地球温暖化対

策を進めます。 

 

Topics5:環境学習センターのオープン 

関連ページ 94～95ページ 

民への環境学習を推進するため、環境学

習センターを環境交流スクエア西棟に設

置し、平成24年4月1日に開館しました。

環境学習教室、エコライブラリー、エコギャラリーを

備え、市民や環境活動団体、事業者の皆様への場

及び情報の提供、指導者育成等を行っています。 

路 

企 

市 

 環境白書本編の 

環境白書本編の 

環境白書本編の 
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第 1章 倉敷市の環境行政と概況 

１ 環境に関する市民の関心 

 

 

倉敷市第二次環境基本計画に掲げる目標値の平成 24年度の達成状況の把握のため、平成 25年 1月

に、市民 3,500 人（回答者数 1,446 人）に対して、市民の方が感じている身近な環境についての満足度や

重要度を把握する市民アンケート調査を実施しました。結果は次表のとおりです。 

 

◆市民アンケート調査結果     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境についての市民アンケート調査結果 

5.1%

2.9%

4.8%

3.1%

10.3%

7.3%

7.9%

8.4%

10.6%

3.4%

11.4%

17.2%

7.7%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

⑬次世代を担う子どもたちへ

の環境教育を充実し、行動で

きる人を育てます

⑫環境教育・環境学習を推

進し、環境意識を持ち行動で

きる人を増やします

⑩温室効果ガス削減の取組

を推進します

⑨廃棄物の減量化・資源化

の推進及び適正処理に努め

ます

⑧生産、消費段階を含めた

「ごみ」そのものの排出抑制

を推進します

⑦安心・安全な生活環境の

実現に努めます

⑥クリーンな大気環境の保全

に努めます

⑤良好な水環境の保全に努

めます

④環境と経済の好循環の創

出により、地域の活性化を目

指します

②まちの緑化を推進し、うる

おいと安らぎのある生活空間

の形成を目指します

①多様な自然環境を保全し、

自然とのふれあいを促進しま

す

14.0%

3.7%

6.0%

3.8%

5.0%

4.4%

14.2%

10.4%

11.1%

5.5%

7.2%

7.8%

6.9%

0%5%10%15%20%25%

⑩温室効果ガス削減の

取組を推進します

⑦安心・安全な生活環

境の実現に努めます

⑥クリーンな大気環境

の保全に努めます

⑤良好な水環境の保全

に努めます

①多様な自然環境を保全し、自然
とのふれあいを促進します

②まちの緑化を推進し、うるおい
と安らぎのある生活空間の形成を
目指します

③瀬戸内海と高梁川の恵みを生か
し、伝統に根づいた風格のある美
しい倉敷の景観づくりを推進しま
す

④環境と経済の好循環の創出によ
り、地域の活性化を目指します

⑤良好な水環境の保全に努めます

⑥クリーンな大気環境の保全に努
めます

⑦安心・安全な生活環境の実現に
努めます

⑧生産、消費段階を含めた「ご
み」そのものの排出抑制を推進し
ます

⑨廃棄物の減量化・資源化の推進
及び適正処理に努めます

⑩温室効果ガス削減の取組を推進
します

⑪地域特性を活かした再生可能エ
ネルギーの積極的利用により、資
源・エネルギー循環型の社会を目
指します

⑫環境教育・環境学習を推進し、
環境意識を持ち行動できる人を増
やします

⑬次世代を担う子どもたちへの環
境教育を充実し、行動できる人を
育てます

重
要
度
（
重
要
で
あ
る
と
回
答
し
た
方
の
割
合
）（
％
） 

満
足
度
（
現
状
で
効
果
が
上
が
っ
て
い
る
（
満
足
し
て
い
る
）
と
回
答
し
た
方
の
割
合
）（
％
） 
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２ 環境行政経費 

 
 

 

近年、本市の決算額に占める環境関係経費の

総額及び環境関連経費の割合は横ばいもしくは

減少傾向にあります。 

良好な環境を維持していくためには、多くの経

費が必要ですが、限られた予算のなかで、より大き

な成果が得られるように事業を推進していきます。 

 

３ 自然条件・人口・産業 

倉敷市は、岡山県の南部、備中平野のほぼ中央、瀬戸内海に面した高梁川の河口に位置し、高梁川の河口

から広がった干拓地と、その結果、陸続きになったかつての島々からなっています。 

古くから瀬戸内海に開く海運都市であり、その周辺地域には、農業・水産業・繊維産業などが栄えました。現

在は水島臨海工業地帯を有する重化学工業都市として、また、伝統的建造物群のある文化観光都市として歩

んでいます。 

 

 

 

年間を通しておだやかで、晴天日数が多い瀬戸内海式気

候に属しています。降水量は 1,000mm 前後で梅雨と台風の時

期に集中し、その他の時期は少ないことから、夏季に雨が少な

い年には、渇水になることがあります。（出典：倉敷市統計書） 

 

 

 

 

 

本市の人口は、平成17年の船穂町・真備町との合併によ

り約 47万人となり、現在約 48万人です。 

また、本市の人口推移は、平成 25年 3月の国立社会保障・

人口問題研究所の調査にて、徐々に減少していくと推計さ

れています。 

 

 

 

 

昭和 45年には 50％を超えていた第二次産業就業人口も

全国的な産業構造の変化とともに減少し、サービス業等の

第三次産業就業人口が増加しています。（出典：国勢調査） 

 

（１）気象 

（２）人口と世帯数 

予測 

（３）産業構造 

市決算額に占める環境関連経費の割合 
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第 2章 環境施策の推進 

１ 身近な自然の保全 

本市は、岡山県の西部を流れる県内 3 大河川の一つである高梁川両岸に開けた広い平野部と、北部から北

西部に連なる丘陵地帯からなり、南は瀬戸内海に面しています。おだやかな気候に恵まれ、恵み豊かな自然と、

それと一体となった都市環境は、多種多様な動植物を育んでいます。 

多種多様な動植物が生息している健全な環境は、私たちヒトを含むすべての生命が存立する基盤であり、将

来にわたって暮らしの安全性を保証します。また、食文化、工芸、祭りなど、豊かな文化の根源となるものです。 

市域の生物多様性＊の保全と、自然と私たちヒトとの共生を目指して、倉敷市環境基本計画の基本目標の一

つである「環境と地域の社会・経済との調和が保たれ、豊かな自然と魅力的な景観を有しているまち」を目標に

掲げ、さまざまな取り組みを行っています。実行計画として平成 23 年度に「倉敷市自然環境保全実施計画（くら

しきネイチャープラン 2011～2020）」を策定し、次の事業を実施しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆倉敷市の自然環境の特徴◆ 

植生は照葉樹林帯に位置していますが、農耕、炭焼き等による過去の伐採によって二次林*のアカマ

ツ林及びコナラ、アベマキ林が多くを占めています。 

記録されている維管束植物*は約 1,450種類です。 

動物については、哺乳類が約 20 種確認されており、大型獣ではイノシシ、中型獣ではキツネ、タヌ

キ、小型獣ではノウサギ、イタチなどが生息しています。 

鳥類は約 230種が確認されています。 

両生類・ハ虫類では 27種が確認されており、ナゴヤダルマガエル（ダルマガエル）、カスミサンショウウ

オなど希少な種も生息しています。 

淡水魚類は約 70 種が確認されており、スイゲンゼニタナゴ、イチモンジタナゴ、カワバタモロコなど希

少な種も生息しています。 

昆虫類は約 2,800種、クモ類は約 150種が確認されています。 

 

■生物多様性 

地球上には 3,000万種ともいわれる多様な生物が生息しています。生物多様性とは、地球上に生息して

いる微生物から昆虫、植物、動物、人間にいたるまでのすべての生物の間にある「個性」（＝違い）と「つな

がり」（＝関連性）をさす言葉です。生き物はそれぞれに個性を持ち、それらが森から海まで、そして、食う・

食われる、花粉を運ぶといったさまざまな関係でつながりあっています。 

■二次林 

伐採や山火事などで森林が破壊されたあとに成立した森林をさす言葉です。マツの仲間などのように、

明るい場所を好む樹木や、切り株から芽を出して成長するコナラ、アベマキなどの林が多いです。 

■維管束植物 

維管束とよばれる、物質を通す管状組織を有する植物の総称です。シダ植物及び種子植物（裸子植

物、被子植物）のことです。 
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倉敷市は多様な自然環境に恵まれ、多くの野生生物が生息しています。その

中には、全国的にも希少な種が含まれています。しかし、水辺に生息している

種を中心に、人為的な改変等により、その個体数を減らしている状況にあります。 

これらの種の保護のためには、生息地の保全のみならず、餌となる生き物を含めた生態系全体の保全が必要

です。また、近年では、外来生物の移入などによる生態系への影響も危惧されており、外来生物の生息状況等

の把握も必要となっています。 

 

◇市内の希少野生動植物 

「岡山県版レッドデータブック 2009掲載種のうち、倉敷市内に記録のある種は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市内には外来生物法＊の特定外来生物＊に指定されているヌートリア、オオクチバスを

はじめ、多くの外来生物が生息しています。平成 20年度には特定外来生物のセアカゴケ

グモ、ハイイロゴケグモが市内で初めて、玉島Ｅ地区で確認されました。これらのクモは神経毒をもち、咬まれる

と人体に影響があるため、発見現場の施設所有者である岡山県と駆除作業を行うとともに、協力して周辺住民

に対する注意喚起を行いました。 

また、平成 22年度には特定外来生物のアライグマの生息が市内で初めて確認されました。平成 21年度から

22年度に渡って実施した外来生物調査の結果について、平成 22年 11月には自然保護監視員、市民、関係自

治体職員、倉敷市職員を対象に報告会を開催しました。 

◆市内で確認された特定外来生物一覧 

分 類 群 

動  物 

ほ乳類（21種） 

鳥類（67種） 

ハ虫類（6種） 

両生類（14種） 

淡水魚類（43種） 

分 類 群 

植  物 
維管束植物類（138種） 

コケ植物類（6種） 

分類群 種名 種類数 

動 

物 

ほ乳類 ヌートリア、アライグマ 2 

鳥類 ソウシチョウ* １ 

ハ虫類 カミツキガメ* 1 

両性類 ウシガエル 1 

魚類 オオクチバス、ブルーギル、カダヤシ 3 

昆虫類 確認例なし 0 

クモ・サソリ類 セアカゴケグモ、ハイイロゴケグモ 2 

甲殻類 確認例なし 0 

軟体動物 確認例なし 0 

（２）外来生物 

（１）希少野生生物の保護 

ナゴヤダルマガエル 
（ダルマガエル） 

スイゲンゼニタナゴ 

※ 表中の種数については、市内において生息の確認があり、少なく
とも１つ以上の報告書等から生息についての記録が確認されて
いる種や、岡山県内に生息するが、極めて少なく、市町村情報だ
けでも生息地が特定され、採集のおそれが高い、あるいは、十分
な情報が得られていないとして、生息地情報が非公開とされてい
る種を含みます。 

ミズアオイ シラガブドウ 
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  ＊ソウシチョウ、カミツキガメ、オオハンゴウソウ、オオカワジシャ、ボタンウキグサについては、倉敷市外来生物調

査の聞き取り調査及び新聞報道などによる確認記録である。その他は、倉敷市外来生物調査の現地調査及び

過去の確認記録である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生物多様性地域戦略の策定に向け、基礎資料・基礎情報を

得るため、真備地区の自然環境保全基礎調査の実施や、市民の意見を聴く、いきものまちづくり懇談会の開催

を行いました。また、専門家、市民団体、生産者や事業者の代表からなる生物多様性地域戦略策定委員会を

設け、倉敷らしさを持った地域戦略とすべく、策定を進めています。 

 

分類群 種名 種類数 

植
物
等 

植物 
オオキンケイギク、オオハンゴウソウ*、ナルトサワギク、オオカワジシャ*、ブ
ラジルチドメグサ、アレチウリ、オオフサモ、ボタンウキグサ*、アゾラ・クリスタ
ータ 

9 

計  19 

 

■外来生物法、特定外来生物 

特定外来生物による生態系、人の生命・身体、農林水産業への被害を防止しすることを目的とする法律

で、正式名称は「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」。 

もともと日本にいなかった外来生物のうち、生態系などに被害を及ぼすものを特定外来生物として指定

し、飼育・栽培・保管・運搬・販売・譲渡・輸入などを原則として禁止しています。国外からの特定外来生物

の侵入防止、国内の特定外来生物の拡散防止を図るものです。 

セアカゴケグモ アライグマ オオキンケイギク 

アゾラ・クリスタータ ウシガエル 

（３）生物多様性地域戦略への取り組み 

いきものまちづくり懇談会の様子 
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２ 水質汚濁の防止 

良好な水辺環境、健康で安心して暮らせる環境づくりのためには、河川などの良好な水質を保全することが

不可欠です。 

倉敷市では、公共用水域測定計画に基づいて、河川 18 地点、海域 21 地点で水質調査を実施しています。

それぞれの調査地点は、次頁の市内の水質測定点のとおりです。（高梁川下流地区の高梁川霞橋、川辺橋、

真備地区の小田川福松橋は国土交通省が調査） 

 

 

 

下水道等の普及により、河川に流れ込んでいた

生活排水が下水処理場できれいに処理されるた

め、市内の各河川の水質はおおむね改善されて

きています。 

倉敷市における下水道普及率等の推移は、右

のグラフのとおりで、平成 24 年度末現在で下水道

普及率は 74.3％、合併処理浄化槽＊普及率は

11.3％となっています。合わせた率は 85.6%です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

河川などの公共用水域は、水質汚濁に係る環境基準が設定されています。環境基準には、健康項目＊と生

活環境項目＊があり、生活環境項目は、河川の利用目的に応じて類型ごとに環境基準が設定されています。 

この生活環境項目のうち、有機物による汚濁の代表的な指標である BOD＊の環境基準達成率＊は、次の表の

とおりです。平成 24年度は全ての地点で環境基準値を達成していました。 

◆市内河川における BODの環境基準達成率の推移                             （単位：％） 

河川名（地区名） 類型 
環境基準

（mg/l） 
H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 

高梁川下流 

（高梁川下流地区） 
Ｂ 3 以下 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

倉敷川（倉敷地区） Ｃ 5 以下 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

里見川（玉島地区） Ｄ 8 以下 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

小田川（真備地区） Ｂ 3 以下 ― ― ― 100 100 100 100 100 100 100 

河川全体 ― ― 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

(２) 河川の水質の状況 

（１）生活排水の処理形態別普及率 

 

■合併処理浄化槽 

家庭や事業場などに取り付ける汚水処理装置のことで、トイレの汚水（し尿）と風呂や台所の汚水（生活

雑排水）を併せて処理を行うものです。なお、トイレの汚水のみを処理する装置のことを単独処理浄化槽と

呼んでいましたが、浄化槽法の改正により、単独処理浄化槽は浄化槽として認められなくなりました。 
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◆各地域におけるＢＯＤの経年変化（75％値） 

河川における BODの過去 10年間の推移は、下水道の普及した地域を中心に改善の傾向が見られます。 

各地域における BODの経年変化は、次のグラフのとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

■健康項目（水質） 

環境基本法の人の健康の保護に関する環境基準に指定されている項目を指します。カドミウム、全シア

ンなどの 27 項目が指定されています。これらの物質は高濃度で急性毒性があるだけでなく、低濃度で慢

性毒性や発ガン性などを有するものもあります。 

■生活環境項目（水質） 

環境基本法の生活環境に係る環境基準に指定されている項目を指します。河川ではｐＨ、ＢＯＤ、ＳＳ、

ＤＯ、大腸菌群数、また海域ではｐＨ、ＣＯＤ、ＳＳ、ＤＯ、大腸菌群数、ｎ－ヘキサン抽出物質（油分）の項

目があります。 

■BOD（生物化学的酸素要求量） 

水中の比較的分解されやすい有機物が溶存酸素の存在のもとに、微生物によって酸化分解されるとき

に消費される酸素量のことです。この数値が高いと水が汚れていることとなります。 

■環境基準達成率（水質） 

水質生活環境項目に係る環境基準の達成率は環境基準があてはめられている水域ごとに以下の方法

で算定します。 

◇ＢＯＤ及びＣＯＤ 

 環境基準達成率（％）＝75％値が環境基準値を満足した地点数／測定地点数×100 

◇全窒素及び全リン 

 環境基準達成率（％）＝年間平均値が環境基準値を満足した地点数／測定地点数×100 

 注）75％値とは、年間の日平均値のデータを小さいものから順に並べ、 

  （0.75×データ数）番目のデータをいいます。 
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◆各測定点における全窒素及び全りんの経年変化 

湖沼法の指定湖沼である児島湖へ流入する倉敷川の全窒素＊及び全りん＊の濃度は、下水処理場の運用の

変更により、大きく低下しています。 

各測定点における全窒素及び全りんの経年変化は、次のグラフのとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

■全窒素、全りん 

水中に含まれる窒素やりんは、様々な化合物形態で存在しており、それらの各形態を合わせたものを全

窒素及び全りんといいます。 

全窒素や全りんは、ともに富栄養化現象やプランクトン異常発生などの原因物質であるために総量規制

対象項目として指定されるなど、様々な計画によって低減対策が進められています。 

全窒素
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海域においても、生活環境項目の環境基準が利用目的に応じてＡ類型、Ｂ類型、Ｃ類型に指定され、水の汚

れの指標である COD などの環境基準が設定されています。また、赤潮＊が発生するなど富栄養化の原因物質

となる全窒素及び全りんについても利用目的により類型指定され、下表のとおり環境基準が設定されています。 

 

◆各海域における類型と環境基準 

水域名 

（ＣＯＤ等） 

ＣＯＤ 水域名 

（全窒素 

全りん） 

全窒素及び全りん 

 全窒素 全りん 

類

型 

基準値

(mg/l) 

達成率

（％） 

類

型 

基準値

(mg/l) 

達成率

（％） 

基準値

(mg/l) 

達成率

（％） 

水島地先海域（乙） Ａ 

2以下 

20 
備讃瀬戸

（ロ） 
Ⅱ 

0.3以下 

100 

0.03以下 

100 

児島地先海域 Ａ 100 
備讃瀬戸

（イ） 
Ⅱ 100 100 

水島地先海域（甲） Ｂ 3以下 100 水島地先 

海域 

Ⅱ 83 83 

玉島港区 Ｃ 
8以下 

100 Ⅱ 0 0 

水島港区 Ｃ 100 水島港区 Ⅲ 0.6以下 50 0.05以下 100 

海域全体   81    77  85 

※この表は、データのある測定点(環境基準点含む)全ての結果をまとめたものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、各海域の環境基準点におけるCODの環境基準達成率は、下の表のとおりであり、年度により変化はあ

りますが、海域全体では改善傾向がみられます。 

 

◆各海域における CODの環境基準達成率の推移                              （単位：％） 

海域名 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 

水島地先海域（乙） 0 0 0 20 60 20 40 40 100 20 

児島地先海域 0 0 0 100 75 100 100 100 100 100 

水島地先海域（甲） 71 29 43 100 86 71 100 86 100 100 

水島港区 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

玉島港区 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

海域全体 48 33 38 81 81 71 86 81 100 81 

 

 

(３) 海域の水質の状況 

 

■赤潮 

主として植物プランクトンの異常繁殖により、海水が赤褐色になる現象です。養殖魚類などに被害を発

生させることがあり、富栄養化が原因の一つです。 
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◆各類型における CODの経年変化（75％値） 

 

海域における COD の調査結果の推移は、次のグラフのとおりであり、類型別の達成率は、ＣＯＤは緩やか

な減少傾向がうかがえます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市内海域の水質測定点 
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※これらのグラフは、環境基準点におけるデータです。 

   

注）全窒素及び全り

んの水域区分は、右

図に記載の COD 等

の水域区分と異なり

ます。 

詳しい区分は11ペ

ージの表をご覧くだ

さい。 
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◆各類型における全窒素及び全りんの経年変化 

 

瀬戸内海は、赤潮が発生するなど富栄養化の傾向がみられるため、その原因物質となる全窒素、全りんの環

境基準が利用目的に応じて、Ⅱ類型、Ⅲ類型に指定され、環境基準が設定されています。 

全窒素及び全りんの濃度の経年変化を見るとおおむね横ばいの傾向にありました。各類型における全窒素

及び全りんの濃度の経年変化は、次のグラフのとおりです。 

 

各類型における全窒素の経年変化           各類型における全りんの経年変化 
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※これらのグラフは、環境基準点におけるデータです。 



- 14 - 

 

 

 

全国一律に定められた排水基準や岡山県が業種や排水量などに応じて定めた上乗せ排水基準＊をもとに、

工場・事業場への指導を行っています。 

また、水島コンビナートの企業などとは、環境保全協定＊を締結し、これに従って監視・指導を行っています。 

工場・事業場への対応及び違反率等の推移はグラフのとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工場・事業場が集中して立地し、水質汚濁物質の排出総量が多いため環境基準の達成が困難な地域にお

いて、環境基準を達成することを目的として、工場全体からの水質汚濁物質の排出総量を規制しています。 

工場・事業場等からの排水量が日量 50m3 以上の特定事業場には、COD、窒素及びりんの総量規制が適用さ

れており、排出する水質汚濁物質の増加対策に努めています。 

COD、窒素及びりんの汚濁負荷量の経年変化は下のグラフのとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

（５）総量規制対象事業場における汚濁負荷量 

 

 

■上乗せ排水基準 

都道府県が水質汚濁防止法で定

める全国一律の排水基準では十分

でないと判断した場合に定める更に

厳しい基準のことです。 

■環境保全協定（公害防止協定） 

公害防止のひとつの手段として地

方自治体や住民等が企業との間で

締結する協定をいいます。企業の責

務内容を法令より厳しく定め、企業

が自主的に公害防止に努めるもの

です。 

(４) 工場・事業場への対応 
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３ 大気汚染の防止 

倉敷市の環境問題は、昭和 40 年代の水島臨海工業地帯を中心とした産業型の公害に、自動車の排出ガス

による大気汚染や小規模事業場からの騒音・振動、生活排水による水質汚濁といった都市・生活型公害も加わ

ってきました。また、人体に与える化学物質の影響がより詳しくわかるようになっており、この有害化学物質への

対応も進める必要があります。 

こうした状況のなかで、倉敷市では市民の健康を守り、安心して暮らせる環境を維持していくために、現状の

把握を行い、様々な対策を実施しています。 

 

 

 

市内の大気環境状況を調べるため、倉敷市では 24 ヵ所に大気測定局を設置しており、測定データは、テレメ

ータシステム＊により倉敷市環境監視センターに送られ、24時間大気汚染を監視しています。 

なお、大気測定局には、一般大気測定局＊（①～⑳）と自動車排出ガス測定局＊（Ⓐ～Ⓓ）があります。 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

市内の大気測定局（平成 25年 3月 31日時点） 

 

■テレメータシステム 

遠隔地にある自動測定機器で測定したデータを、電話回線や無線を利用して中央監視室に送信、制御

するシステムです。 

（１）大気汚染状況の監視 
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◇自動測定機による大気環境の監視 

二酸化硫黄＊及び二酸化窒素＊、浮遊粒子状物質＊、光化学オキシダント＊、一酸化炭素＊の大気汚染常時

監視の測定結果（年平均値）の経年変化は、下のグラフのとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

■二酸化硫黄（ＳＯ２） 

二酸化硫黄（ＳＯ２）は、「硫黄酸化物」（ＳＯｘ）の一種で、「亜硫酸ガス」と呼ばれることもあります。空気より重い無

色の気体で、腐った卵に似たにおいがします。硫黄分を含む重油・石炭などの燃料が燃えるときに発生します。昭

和 40 年代には、環境中の濃度が高く、大気汚染物質の主役でした。しかし現在では、燃料に含まれる硫黄の濃度

の低下や、脱硫装置の設置などで環境中の濃度は大きく低下しています。 

■二酸化窒素（ＮＯ２） 

二酸化窒素（ＮＯ２）は、「窒素酸化物」（ＮＯｘ）の一種で、赤褐色の空気より重い気体です。工場のボ

イラーや自動車のエンジン、家庭のガスコンロなどを使うと必ず発生します。窒素酸化物は、紫外線によ

り非メタン炭化水素と光化学反応を起こして、光化学オキシダントを発生させます。 

■浮遊粒子状物質（ＳＰＭ） 

大気中に浮遊する粒子状物質で、その粒の直径が 0.01mm 以下のものをいいます。大きさが非常に小さいため、

軽く、すぐには落下せず大気中を浮遊します。工場・事業場、自動車、船舶などで使われる燃料が燃焼する過程

で、すす等として発生するほか、自動車の走行によって地上から舞い上がることもあります。一方、自然界でも、黄

砂や火山灰等により発生します。 

 

■一般環境大気測定局 

大気汚染防止法に基づき、大気の汚染の状況を常時監視するために設置される測定局のうち、住宅地

などの一般的な生活空間における大気汚染の状況を把握するものを一般環境大気測定局といいます。 

■自動車排出ガス測定局 

大気汚染防止法に基づき、大気の汚染の状況を常時監視するために設置される測定局のうち、渋滞な

どにより著しい汚染が生じるおそれがある区域において、大気中の自動車排出ガスの状況を把握するた

めに、道路周辺に配置されたものを自動車排出ガス測定局といいます。 
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◇大気汚染常時監視結果における環境基準達成率 

大気汚染常時監視の測定結果における、それぞれの大気汚染物質の環境基準の達成状況は、次の表のと

おりです。平成 24年度は光化学オキシダントと微小粒子状物質について環境基準を達成していませんでした。 

 

◆大気汚染常時監視結果における環境基準達成率の推移                         （単位：％） 

大気汚染物質 測定局 局数 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 

二酸化硫黄 環境 19 100 100 100 100 94.4 100 100 100 100 100 

二酸化窒素 
環境 1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

自排 4 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

浮遊 

粒子状物質 

環境 15 92.9 85.7 100 14.3 100 100 100 26.7 6.7 100 

自排 3 100 100 100 0 100 100 100 100 0 100 

微小 

粒子状物質 

環境 5※2          0 

自排 1          0 

光化学 

オキシダント 

環境 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

自排 1 - - - 0 0 0 0 0 0 0 

一酸化炭素 
環境 15 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

自排 4 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

※1 環境：一般環境大気測定局、自排：自動車排出ガス測定局 

※2 微小粒子状物質の一般環境大気測定局 5局中 3局は有効測定日数が 250日に満たないため、評価なし 
 

◇微小粒子状物質（PM2.5） 

倉敷市では、平成 25年 1月にＰＭ2.5自動測定機を 3箇所の測定局に新たに設置し、市内 6箇所で測定し

ています。 

微小粒子状物質濃度の年平均値は、一般環境大気測定局では 18.4μg/m3 、自動車排出ガス測定局で

18.6μg/m3 となりました。環境基準達成状況について、一般環境大気測定局、自動車排出ガス測定局ともに

全局で環境基準を超過しました。 

今後も測定局数を増やし、微小粒子状物質の監視体制を強化していく予定としています。 

 

 

■光化学オキシダント 

大気中の窒素酸化物（ＮＯｘ）と炭化水素（ＨＣ）が太陽光線の中に含まれる紫外線を受けて、光化学反応をおこ

し、生成するオゾン、アセトアルデヒドなどをまとめて光化学オキシダントといいます。主成分はオゾンです。大気中

で雲や霧のようなスモッグと呼ばれる状態になり、光化学スモッグといいます。 

高濃度になった場合には、人の目やのどを刺激したり、植物にも影響を与えるといわれています。大気汚染防

止法では、光化学オキシダント濃度が0.12ppm以上になった場合、注意報等の発令を行い、人体被害の未然防止

に努めることとしています。 

また、岡山県では光化学オキシダント濃度が特に上昇する期間を「岡山県大気汚染防止夏期対策期間」と定

め、光化学オキシダント濃度の監視を強化しています。 

■一酸化炭素（ＣＯ） 

一酸化炭素（ＣＯ）は、無色無臭の空気よりやや軽い気体です。ものが燃えるときに、不完全燃焼をすることで発

生します。 

一酸化炭素は呼吸で体内に取り込まれると、血液中で酸素を運搬するヘモグロビンと強力に結びつき、酸素の

運搬を阻害してしまいます。そのため、酸欠状態になり死亡することもあります。主な発生源は自動車であり、環境

基準が定められています。 
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大気汚染物質のうち、光化学オキシダントがすべての測定局で環境基準を超えている状況が続いています。 

倉敷市では、岡山県が定める「岡山県大気汚染防止夏期対策期間」において、光化学オキシダント濃度の監

視を強化しています。 

光化学オキシダント濃度が上昇したときには、「オキシダント情報・注意報」を発令し、ＦＭ放送やインターネッ

ト、電子メールを通じて発令状況を周知するとともに、学校等に連絡して被害が出ないように注意を促していま

す。 

平成 24年度の情報の発令回数は 8回､そのうち 1回が注意報の発令となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）岡山県大気汚染防止夏期対策期間 

 

■微小粒子状物質（PM２．５） 

大気中に浮遊する粒子状物質のうちでも特に粒径の小さいものをいいます（粒径 2.5μm 以下の

微小粒子状物質）。PM2.5は、直接発生源から排出される一次粒子及び大気中でガス成分（VOC、NOx、

SOx 等）が光化学反応等を起こし生成する二次粒子に分類されます。黄砂や火山灰などの自然起源

の粒子には PM2.5より大きな粒径のものが多く含まれます。 

PM2.5は粒径が小さいため、呼吸器の奥深くまで入り込みやすいことなどから、人への健康

影響が懸念されており、平成 21年度に環境基準が設定されました。 
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倉敷市では、倉敷美和局、松江局、春日局、

塩生局、乙島東幼稚園の 5 ヵ所で有害大気

汚染物質＊の調査を実施しています。 

市内の有害大気汚染物質であるベンゼン＊

濃度の経年変化は、右のグラフのとおりです。

平成 20年度以降、全測定局で環境基準（3μ

g/m3）を達成しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市内の粉じん対策のための状況把握

を目的として、降下ばいじん＊量の測定

を市内 23ヵ所において実施しています。

降下ばいじんの経年変化は、右のグラフ

のとおりです。 

また、発生原因の傾向を把握するた

め、市内 10 地点で降下ばいじん中の

鉄、マンガン、ケイ素及び炭素の測定

を行いました。 

 

 

 

 

（３）有害大気汚染物質（ベンゼン濃度）の測定結果 

 

■有害大気汚染物質 

従来の硫黄酸化物などの大気汚染物質のような急性毒性はないものの、微量でも継続的に摂取される場合

には人の健康を損なうおそれのある物質で、ばいじん以外のばい煙及び特定粉じんを除いたものです。 

有害大気汚染物質に該当する可能性のある 248物質のうち23物質が、優先取組物質として指定されていま

す。特にベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタンの 4物質については、早急な抑制の

必要があり、環境基準が定められています。 

■ベンゼン 

特徴的な臭気のある無色透明な液体で揮発性や引火性が高く、取扱には注意が必要です。さまざまな化学

物質の原料として多方面の分野で使われており、ガソリンなどに含まれています。 

(４)降下ばいじんの測定結果 

 

■降下ばいじん 

ばいじんとは、燃料の燃焼などに伴い発生する粒子状物質のことです。このうち大気中に排出されたばいじんや

地表より舞い上がったちり、ほこりなどの粒子状物質のうち比較的大きいものが、重力や雨によって地上に降下した

ものを降下ばいじんといいます。 
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４ 騒音・振動の防止 

騒音と振動は、人々の感覚や心理に影響を与えるもので、毎年多くの苦情や相談が寄せられています。倉敷

市では、この問題解決のため、工場・事業場に対する指導や環境騒音＊の状況を把握することにより、その改善

に努めています。 

 

 

 

騒音規制法＊及び振動規制法＊に基づく特定施設＊の設置等の届出の受理及び審査を行っています。 

特定施設を設置している工場等に対して苦情が発生した場合には、測定を行い、規制基準が守られている

か確認するなど苦情発生原因を調査し、防音・防振対策について指導を行っています。 

  平成 24 年度末現在の騒音規制法・振動規制法に基づく特定施設の設置工場数及び届出施設数は、下表

のとおりです。   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 工場等数 施設数 

騒 音 631 7,128 

振 動 347 4,972 

（１）騒音規制法及び振動規制法による特定施設の届出状況 

 

 

■環境騒音 

環境騒音とは、主に交通騒音、生活騒音等、私たちが生活する場所から発生する複合した騒音の総称のことです。 

■騒音規制法 

この法律は、工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴って発生する相当範囲にわたる騒音につい

て必要な規制を行なうとともに、自動車騒音に係る許容限度を定めること等により、生活環境を保全し、国民の健康の

保護に資することを目的とするものです。 

■振動規制法 

この法律は、工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴って発生する相当範囲にわたる振動につい

て必要な規制を行うとともに、道路交通振動に係る要請の措置を定めること等により、生活環境を保全し、国民の健康

の保護に資することを目的とものです。 

■特定施設 

大気汚染防止法では「特定物質を発生する施設」、水質汚濁防止法では「有害物質を含む又は生活環境に被害を

生じるおそれのある汚水又は廃液を排出する施設」、騒音規制法では、「著しい騒音を発生する施設」、振動規制法で

は「著しい振動を発生する施設」をいい、政令でその規模、容量等の範囲が定められています。 
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建物解体等などの特定建設作業＊について、騒音規制法及び振動規制法に基づく届出を受けています。 

また、届出が提出された際には、騒音・振動の防止について届出者に指導を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新幹線鉄道騒音に係る環境基準及び振動対策指針値＊の達成状況を把握するために、市内 3 地点におい

て騒音・振動を測定しています。新幹線鉄道に係る騒音及び振動測定結果は、次のグラフのとおりです。 

 

 

騒音の測定結果については、3 地点とも基準値を超過していたため、JR 西日本に対して早期の騒音対策を

要請しました。 
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（３）新幹線鉄道に係る騒音及び振動測定結果 

 

■振動対策指針値 

新幹線鉄道の列車走行に伴い発生する振動について、その振動レベルが著しく、緊急に振動源・障害

防止対策を講じるべきとされる値で、70dB としています。 

 

■特定建設作業 

建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音・振動を発生する作業と政令で定められたもの。作業実

施の 7日前までに届出が必要です。 
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５ 化学物質による汚染状況の把握 

 

 

PRTR法*により、平成 24年度に届出のあった 171事業所の届出排出量及び移動量の合計は 10,247tで、前

年度の届出量と比較して 5,745t増加しました。 

急増した原因は、鉄鋼業において再生資源として搬出されたスラグの計算上の取り扱いが変更されたためで

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(１) ＰＲＴＲ法 

 

■PRTR法 

「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律（通称：ＰＲＴＲ法）」 

リストアップされた化学物質を製造したり使用したりしている事業者が、環境に排出した量と廃棄物などとして事業

所の外へ移動させた量を自ら把握し、国に届け出ることを義務づけています。このことにより事業者による化学物質

の自主的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止するための法律です。 
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市内の公共用水域の常時監視地点において、ダイオキシン類*の水質及び底質の調査を実施しています。

河川 8 地点、海域 8 地点の水質及び底質について、平成 24 年度はすべての地点で環境基準を達成して

いました。また、地下水については、毎年市内の井戸を 2 地点選定して調査を実施しています。平成 24

年度は、どちらの調査地点も環境基準を達成していました。 

 

公共用水域及び地下水中のダイオキシン類調査結果のまとめ             （pg-TEQ*/ｌ） 

 調査地点数 濃度範囲 環境基準 

公
共
用
水
域 

河 川 (水質) 8 0.071～0.54 
1以下 

海 域 (水質) 8 0.021～0.48 

河 川 (底質) 8 1.4～29 
150以下 

海 域 (底質) 8 0.11～15 

地下水質 2 0.055～0.13 1以下 

 

土壌中のダイオキシン類について、平成 24 年度は 8 地点で調査を実施し、すべての調査地点で環

境基準を達成していました。 

 

土壌中のダイオキシン類調査結果のまとめ                            （pg-TEQ/ｇ） 

調査項目 調査地点数 濃度範囲 環境基準 

土  壌 8 0.000030～0.19 1000以下 

 

 

大気中のダイオキシン類について、平成 14 年度より松江局と豊洲局の 2 地点で定点調査を行ってい

ます。平成 24 年度は、どちらの調査地点も環境基準を達成しており、前年度と大きな変化はありませ

んでした。 

 

ダイオキシン類の調査結果のまとめ                         （pg-TEQ/m３） 

調査項目 調査地点 濃度範囲 年平均値 環境基準 

大 気 
松江局 0.023～0.059 0.037 

0.6 以下 
豊洲局 0.019～0.10 0.048 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ダイオキシン類 

ポリ塩化ジベンゾパラジオキシン（ＰＣＤＤ）、ポリ塩化ジベンゾフラン（ＰＣＤＦ）及びコプラナーポリ塩化ビフェニルの

総称です。塩素の付く位置と数によってＰＣＤＤは 75種類、ＰＣＤＦは 135種類、またコプラナーＰＣＢは十数種類の物

質があり、そのうち、毒性があるとみなされるのは 29種類です。 

■ＴＥＱ（毒性等量） 

ダイオキシン類の毒性の強さを表すもので、ダイオキシン類の中でもっとも毒性の高い 2,3,7,8-ＴＣＤＤ（ポリ塩化ジ

ベンゾパラジオキシンのひとつ）の毒性を 1 として換算したすべてのダイオキシン類の毒性を足し合わせた値です。 

（２）ダイオキシン類調査 
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6 公害苦情 

 

 

 

公害に関する苦情は、市民の日常生活に密着していて、市民の環境に対する要求を強く反映しています。公

害苦情の内訳としては「大気汚染」に関するものが、例年多くみられる傾向があります。 

倉敷市では、地域生活環境の保全の観点から、苦情や相談に対し、すみやかに現地調査を行い、当事者に

必要な指導や助言を行うよう努めています。 

 

 

 

 

◆公害苦情の内訳                                                   （単位：件） 

年度 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 

大気汚染 114 87  106  85  67  39  33  61 71 70 70 

水質汚濁 58 55  41  31  51  39  53  41 33 42 48 

土壌汚染 0 0  0  0  3  0  0  0 0 1 0 

騒 音 25 26  21  29  27  45  19  24 31 45 53 

振 動 3 3  2  1  1  6  3  3 3 9 4 

地盤沈下 0 0  0  0  0  0  0  0 0 0 0 

悪 臭 35 26  19  23  16  13  9  10 19 19 27 

その他 15 27  23  22  21  20  18  31 16 26 14 

計 250 224  212  191  186  162  135  170 173 212 216 

 

公害苦情の対応について 

0
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７ 廃棄物減量とリサイクルの推進 

ごみの大量発生は、限りある資源のむだづかいになるだけでなく、処分に伴う環境への悪影響も心配されま

す。また、埋立をするための処分地の確保も困難な状況となっています。このため、できる限りごみを減らし、リ

サイクルを行うなど資源を有効に利用できる仕組み作りが必要になっています。 

 

 

 

 

ごみの発生量（家庭ごみ、事

業ごみ）は、右のグラフの示す

とおりです。 

前年と比較して減量してい

ますが、大型店舗の新規出店、

増床などによる市内の経済活

動の活発化に伴うごみ排出量

の増加傾向が一段落したもの

と考えられます。引き続きご

みの排出抑制、再資源化に対

する周知・啓発等の取り組み

が必要です。 

 

 

 

 

 

ごみの減量・リサイクルと適

正処理また焼却施設・最終処

分場の寿命を延ばすために、

平成 11年 7月から市内全域で

5 種分別収集を行っており､資

源ごみの細分化を含めると現

在 14分別を行っています。 

平成 24 年度の資源ごみは

8.5 千 t であり､前年度とほぼ

同量です｡しかし、燃やせるご

みの中に、ペットボトルや雑

かみ等、まだ資源化できるご

みが混入している状況があり

ます。更なる資源化を進めるため､分別の徹底が必要です。 

 

  

(1) ごみの発生量の推移について 

(2) 5種 14分別収集について 

114 112 109 105 103 104 103 

76 74 70 68 67 70 68 
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倉敷市資源選別所では､5種

14 分別収集によって収集した

ガラスびんから、生びん（一升

びん、ビールびん等のリターナ

ブルびん＊）の回収及びガラス

の色別の選別（透明、茶、緑、

その他）を行い、カレット（ガラス

を細かく砕いたもの）にして再

使用、再利用化を行っていま

す。 

また､真備地区は総社広域

環境施設組合（総社市･倉敷市）

の吉備路クリーンセンターで再

使用､再利用化を行っていま

す｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 24 年度のリサイクル率

は､47.4％と高いレベルとな

っています｡この要因は､平

成 17年 4月から倉敷市資源

循環型廃棄物処理施設(水

島エコワークス(株))が本格稼

動を開始し､家庭から収集し

たごみを資源化処理してい

ることによるものです｡ 

一方､この施設での資源

化処理以外のリサイクル率

は､14.2％となっています｡ 

(4) リサイクル率の推移について 

 

■リターナブルびん 

回収して何度も再使用するびん。あきびんを回収後、洗浄し、再び中身を詰めて出荷されます。びんのままで再

使用されるため、廃棄物にならないだけでなく、原料としてリサイクルするより環境に与える負荷が少なくなります。 

昔から、一升びんやビールびん、牛乳びんなど多くのリターナブルびんが使われてきましたが、近年では、利便性

に優れたペットボトルや紙容器におされて、使用割合が下がっています。このため軽量化や規格の統一によって、リ

ターナブルびんの普及推進が行われています。 

(3) 生ビン・カレットの搬出量の推移について 
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８ 地球温暖化対策 

地球温暖化・オゾン層破壊・酸性雨・熱帯雨林の減少など地球的規模の環境問題は、倉敷市だけの取り組み

で解決できる問題ではありません。しかし、その原因は私たちの生活と密接に結びついていますので、一人ひと

りが毎日の生活や事業活動の中で、環境に配慮した行動を続けていかなければなりません。 

また、地球温暖化防止の対策を行っていくには、省エネルギーの推進とともに化石燃料から脱却し、新エネ

ルギーの導入促進を図っていくことが必要不可欠です。 

 

 

 

 

本市では市域全域の温室効果ガス削減計画「クールくらしきアクショ

ンプラン」で、「2007 年度を基準年として、2020 年度に温室効果ガス排

出量を 12％削減する」という中期目標を設定し、その目標達成のための

13 の重点施策を「クールくらしき 80」として推進しています。 

2009 年度の市域全体の温室効果ガス排出量は 3,342 万トン－CO2(暫

定値)で、基準年の 2007 年度と比較して 15.5％減少しました。要因とし

ては、2008 年後半の金融危機に伴う景気低迷の影響による産業部門を始

めとする各部門のエネルギー需要の減少や電気の排出係数の改善が挙げ

られます。 

本市では排出量のうちの 80％以上が産業部門からの排出になってお

り、日本全体の産業部門の割合である 33％と比較して倍以上となってい

ます。これは、水島コンビナートを抱える本市の特徴を表す排出構造と

なっており、排出量の増減が景気動向等による影響を受けやすくなって

います。 

 

◇グリーンくらしきエコアクション 

市民や事業者等がすぐに取り組める温暖化対策を普及啓発するため、

市民が家庭や街でできる20の取り組みをＣＯ２削減効果や家計の節約効

果などとともにまとめ、環境啓発イベントでの活用や関係各所での配布

を行っています。 

 

 

 

◇中小企業の地球温暖化対策 

 事業者の多くを占める中小企業において、地球温暖化

防止の取り組みを進めることは重要な課題です。大企業と

違い、人材や資金、ノウハウに限りがあるため、中小企業

の省エネ・温暖化対策は特に支援が必要な分野です。 

そこで本市では、平成 24 年度からエネルギー分野の専

門家を講師に招いて「くらしき省エネセミナー」を中小事

業者向けに開催しています。事業所における省エネ・節電

のノウハウや、ローコストでできるエネルギー経費節減方

法を実例とともにわかりやすく紹介し、さらに現場の環境

意識の向上を目指します。 

(１) 温室効果ガス排出量 
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本市では、日照時間の長い恵まれた自然特性を活かし、環境負荷の少ない再生可能エネルギーの普

及促進を図るため、平成 16年度より、住宅用太陽光発電システム設置者への補助を行っています。 

平成 24年度は新築・建売住宅が 1ｋＷあたり 2万円、既築・中古住宅が 1ｋＷあたり 2万 5千円の上限 4

ｋＷで、総件数は 1,590件、総額 1億 3,997万円の補助を行いました。中国経済産業局の推計では、平成

24年度末の本市内の住宅用太陽光発電システム設置件数は、9,701戸とされています。 

 

 

 

本市では、市の補助を受けて太陽光発電システムを設置した市民で構成する「くらしきサンサン倶楽部」

が削減したＣＯ２を市が取りまとめて国内クレジット化し、本市の環境学習活動を担っている認定ＮＰＯ法人

を通じて、市内の事業者に売却しています。 

平成 24 年度は「くらしきサンサン倶楽部」のメンバーである 2,484 世帯の方が削減事業に取り組み、

1,894 トンの国内クレジットを生み出しました。これまでの売却益で、小学校での地球温暖化防止とエネル

ギーの大切さに関する出前講座で使用するテキストを作製しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 補助件数 
補助件数 

の累計 

年度末の市内

設置件数 

(中国経済産

業局調べ) 

補助単価 

(1ｋＷあたり) 

補助の 

上 限 

H16 183件 183件 ― 

3万円 

4ｋＷ 

H17 299件 482件 ― 

H18 292件 774件 ― 

H19 226件 1,000件 ― 
1万 5千円 

H20 281件 1,281件 3,022件 

H21 953件 2,234件 3,852件 
3万円 

H22 979件 3,213件 5,346件 

H23 1,536件 4,749件 7,336件 新築・建売 2万円 

既築・中古 2.5万円 H24 1,590件 6,339件 9,701件 

 

（２） 住宅用太陽光発電システム設置費補助金制度 

（３） 国内クレジット制度*の活用 

 

■国内クレジット制度 

 大企業の技術や資金によって中小企業等が削減した温室効果ガス排出量をクレジット（排出枠）とし

て認証し、大企業等の温室効果ガス削減に活用する、国が進めている制度。 
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平成24年度の温室効果ガス*排出量は、平成19年度（基準年）に比べると約12％減少しました。その理

由として、施設で使用するエネルギー使用量が減少したこと、電力会社の発電時の CO2排出係数
*が減少

したためです。   

本市では、施設管理課の長で構成する「省エネ・温暖化対策推進委員会」を設けて、全庁的にエネルギ

ー使用量の削減に努めるとともに、省エネ法に基づくエネルギー使用状況の把握、施設の「管理標準」に

よる適切な運転管理を行うことで省エネを図っています。 

 

【削減対象別温室効果ガス排出実績】 
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（４）倉敷市役所の温室効果ガス排出実績 

 

■温室効果ガス 

 太陽により暖められた熱を吸収・再放射し、地球表面の温度を高めているガス。このような働きが温

室に似ているため温室効果ガスと呼ばれている。 

 

■CO2排出係数 

 CO2排出係数とは、電気を 1kWh 供給するにあたり、どれだけの CO2（二酸化炭素）を排出してい

るかを示す数値。各電力会社から国に報告され、確認後公表される。 
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９ 環境教育・環境学習の推進 

現在の環境問題は、企業の生産活動に伴う産業型公害から、大量の資源やエネルギーを消費するスタイル・

事業活動による環境の悪化へと変わってきています。このため、市民一人ひとりの協力がなくては環境問題を解

決することはできません。 

そこで、倉敷市では環境問題に対する市民・事業者の意識を高めるため、広報活動・講演会・催し物の開催

などの各種事業を行っています。また、受け身で話を聞くだけでなく、主体的に行動し五感をとおして学ぶこと

のできる体験型の環境学習も充実させていきます。 

 

 

 

 わが国では、6 月は「環境月間」とされており、倉敷市では、この期間をはじめ、市民に向けて「地球温暖化防

止」「自然保護」「水質保全」などをテーマに様々な啓発活動を実施しています。現在、実施している主なイベン

トは下表のとおりです。 

 

 

 

 

 

倉敷市では、市民の方の自主的な生涯学

習活動を支援し、学習機会の充実を図るため、

市職員が講師として、地域に出向いて行う出

前講座を実施しています。 

環境政策に関する出前講座は、身近なご

み問題から水質、大気の汚れについての講

座や清掃工場等の施設見学などがあります。

また、これらの出前講座の利用状況は、次表

のとおりであり、近年、年間利用者数は、増加

傾向にあります。 

（２）環境政策に関する出前講座等の利用状況 

（１）環境イベント開催による啓発活動 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

0

100

200

300

400

500

600

700

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

(利用者数)(利用件数)

(年度)

出前講座、利用件数及び利用者数の推移

利用件数 利用者数



- 31 - 

 

 

 

 

◇ 環境学習センターの設置 

自らの生活を正すだけでなく、まわりにも良い影響を

与えることができる正しい知識を持った人材を多く育て

るため、大人もこどもも含めた市民への適切な環境学習

が必要です。 

環境交流スクエア西棟４階部分に環境学習に特化した

拠点施設として環境学習センターを設置し、平成２４年

４月１日から運営を開始しました。 

 

環境学習センターの施設 

○エコライブラリー（図書室）  

環境に関する図書、資料を閲覧できる情報学習空間 

○エコギャラリー（展示室） 

市民団体の環境活動や企業の環境技術など様々なものを展示する環境展示空間 

○環境学習教室（会議室） 

講演会や研修、ワークショップなど幅広い用途に対応したコミュニケーション空間 

 

環境学習を推進するために、市内小学生の施設見学受入や、体験型の環境学習講座を実施した平成２

４年度の主な事業実績は、以下のとおりです。 

 

○エコライブラリー  図書カード発行者数 ７０人、利用者数 ２，１３４人 

○エコギャラリー   展示回数 ９回 

○環境学習講座    ２６講座４４１人、会議室貸出利用者数 １，８２０人 

○施設見学受入    １，１５５人 

 

（３）体験学習の充実 

エコライブラリー エコギャラリー 環境学習教室 
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第 1章 なぜ、生物多様性が必要なのか 

１．倉敷市生物多様性地域戦略を策定する必要性 

（１）温暖な気候と多様な自然環境 

倉敷市は、吉備の大河、高梁川の下流および河口に位置し、温暖な瀬戸内海式気候に恵まれ

ています。高梁川と高梁川を源とする用水路、里地里山部に点在するため池、沿岸部に藻場や

干潟が広がる瀬戸内海など豊かな水辺と、吉備高原の南端を成す北部の山地や、かつての島し

ょの名残である南部の丘陵地の緑が織りなす自然環境は、多様な生態系を形作っています。平

野部では農用地が広がり、稲作、野菜等の農耕栽培が行われています。海域と島しょ部や沿岸

部の山地の一部は、我が国初の国立公園である瀬戸内海国立公園に指定されています。さらに、

用水路が張巡らされた平野部（岡山平野の西部）は、タナゴ類をはじめとする希少で多様な淡

水魚や両生類の宝庫であり、児島地区の味野湾は、様々な生き物を育み海のゆりかごともいわ

れるアマモ場（海草のアマモの群生地）の西日本最大の群落が広がり、いずれも、日本の重要

湿地５００にも選定されています。倉敷市は、瀬戸内海を代表する地域としての典型的な自然、

動植物、生態系とともに、我が国の生物多様性にとって重要な生物・生態系を維持しています。 

 

（２）豊かな自然環境に育まれた多機能融合型の都市 

倉敷市の多種多様な自然環境は、それぞれの地区が有する特徴のもとで、地区ごとに特色を

持った歴史・文化を育んできました。 

倉敷市庄地区には、弥生時代最大級の墳丘墓である楯築遺跡が存在するなど、この地域では、

古くから農耕を中心とする社会が発展してきました。 

児島地区下津井沖の備讃瀬戸の早い潮流と岩礁は、タコやタイなど魚介の宝庫です。サワラ

やエビなど瀬戸内の幸を活かしたばら寿司やまつり寿司は、祭りや祝いごとなどハレの日に欠

かせません。真備地区の里山には竹林が広がり、古くからたけのこの産地として知られ、県下

最大の生産量を誇っています。船穂地区では、柳井原貯水池や高梁川で採れるフナを使ったふ

な飯が郷土料理となっています。 

【コラム①】 日本の重要湿地５００ 

湿原、河川、湖沼、干潟、藻場、マングローブ林、サンゴ礁など、生物多様性の保全上

重要として環境省が専門家の意見に基づき選定した国内の湿地 500ヶ所です。平成１１年

（１９９９年）の第 7 回ラムサール条約締約国会議で登録湿地を倍増する決議がなされた

ことから、湿地保全施策の基礎資料を得るために選定されました。岡山県内では、「岡山平

野のスイゲンゼニタナゴ等生息地」、「永江川河口」、「鯉ヶ窪・おもつぼ湿原」、「邑久郡の

塩性湿地」、「味野湾、玉野湾」が選定されています。 

環境省では、それぞれの湿地の特性や地域の状況に応じて保全地域の指定等に向けた検

討と、重要湿地とその周辺における保全上の配慮の必要性について、普及啓発を進めるこ

ととしています。なお、日本にはすでに釧路湿原など４６か所のラムサール条約湿地が登

録されています。 
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倉敷、児島、玉島の３地区では、中世から干拓により広大な耕地・塩田が作られ、昭和初期

の頃には、海岸部では製塩、平野部では稲作・綿花栽培が盛んでした。特に干拓後の塩分を含

む土壌でも栽培が可能であった綿花は、晴天の多い気候を活かし、盛んに栽培され、収穫され

た綿から真田紐や足袋が作られました。また、良質で豊富な高梁川の伏流水と、岡山でしか作

られない「朝日」、「アケボノ」といった食用米が、酒米としても適していたこともあり、倉敷

では江戸時代末期より酒造りも盛んに行われています。現在も、倉敷、児島玉島では、酒造り

が続いており、国内だけでなく世界の品評会でも高い評価を得ている蔵元もあります。 

明治以降、豊富な水資源を利用して繊維業は一層盛んになり、現在では、倉敷はジーンズや

制服などで知られる全国有数の繊維のまちとなっています。  

昭和の高度成長期に入ると高梁川の河口部の遠浅海面の開発を進めるとともに、豊富な水資

源を活かし、我が国有数の工業地域である水島臨海工業地帯が形成されました。 

さらに、水運の基地として倉敷川沿いに形成された美観地区の町並み、鷲羽山、備讃瀬戸の

多島海に架設された瀬戸大橋など、地域が誇る観光資源は、自然環境と地域の歴史の営みの中

から創り出されました。倉敷市は、特有の地形、気候、自然環境のもとに、農業、工業、商業

の均衡のとれた多機能融合型の都市として発展してきました。 

 

【コラム②】 備中杜氏 

その地域の気候風土が育む水と米、そして微生物の働きにより造られる日本酒は、生物多

様性の恵みを代表するものです。温暖な気候のもと作られる良い米と、主に高梁川流域の良

質地下水が得られる倉敷では、各地域で日本酒造りが行われています。 

酒造りを支える職人集団は、蔵人と呼ばれており、その総責任者が杜氏です。備中地域で

酒造りを行う備中杜氏は、代表的な杜氏集団の一つですが、玉島の黒崎南浦地区は、その発

祥の地の一つといわれています。 

現在でも、醸造技術は市内の多くの業者に受けつがれており、全国的にも評価の高い酒質

は、淡麗で柔らかい飲み口のものが多く、瀬戸内の食材に良く合う味わいと言われています。 

また、各事業者は、醸造技術を生かし、日本酒造りだけでなく、焼酎･ワイン･リキュール･

みりん･食酢等の新製品づくりに取り組んでいます。 
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（３） 自然環境の劣化と保護、新たな課題 

一方、急速な近代化・都市化は、沿岸部での大規模な埋立て、里地里山の都市開発による自

然空間の急激な減少、人口と産業の集積に伴う動植物の急激な減少、産業公害の発生など、様々

な環境問題を伴うものでした。倉敷市では、昭和 50年代までに、倉敷市自然環境保全条例を制

定するなど、全国的にみても比較的早期から自然保護施策を推進してきました。施策の推進に

あたっては、学識者や愛好家などを中心に構成された自然保護団体に、市内各地の生き物の生

息状況調査や自然環境保全に関する政策検討に参画してもらうなど、協働体制をとり、また、

そうした人たちの熱意と支持を得て、倉敷市立自然史博物館を設立・運営し、市民が自然を理

解しふれ合う機会や場が創出されました。 

近年においては、大規模な開発行為は減少しましたが、林地、農用地の商用地、宅地等への

転用は進んでいます。さまざまな外来生物がはびこり、市内の各地で担い手不足による里地里

山の荒廃が進み、耕作放棄地が増加しています。 

また、これまで示したように、倉敷の生物多様性保全は、行政主導ではなく、自然保護団体

や市民団体がリードしてきましたが、多大な貢献をしてきた自然保護団体の活動人員の減少、

近年新しく設立された団体などにおける専門知識を持つ人材の不足、市民・団体・行政・事業

者などの各主体間の連携不足など、生物多様性の保全と回復に向けて市域一体となって効果的

な取組みができているとは言えない現状です。 

倉敷市の本来の自然が備えている生物多様性は損なわれており、また、損なわれ続けていま

す。また本来の生物多様性を回復・維持する取組みも不十分な状態にあります。 

（４） 地域の生物多様性をまもり、生物多様性の恵みを未来の世代へ引き継ぐために 

私たちのまち倉敷は、地域の自然の恵みに支えられて発展をとげてきた種々の産業の均衡のとれ

た多機能融合型の都市です。 

私たちに今、課せられているのは、地域が日本、さらには地球の生物多様性の一翼を担っていると

いう認識のもとに、地域の生物多様性を可能な限り保全し、次の世代に引き継ぐことです。そのために、

市内各地の生き物や生き物の織なす生態系を再確認し、その保全上の問題・課題を整理し、自然と

【コラム③】 なぜ、生物多様性が必要なの？ 

私たちは生きていくための水や食べ物、医薬品など、多くのものを生物多様性の恵み（生

態系サービス）から得て暮らしています。生物多様性は多様な生き物たちの複雑なバラン

スのもとに成り立っており、人間も生物多様性を構成する生き物のひとつです。多様な自

然を持つ倉敷に暮らす私たちも地域の、また地球規模の生物多様性の恵みを基に暮らしや

文化を育んできたのです。しかし、地球規模の生物多様性を失い続ければ、生態系のバラ

ンスが崩れ、これまで培われた倉敷らしい暮らしや文化はもとより、いずれは私たち人類

の生存基盤そのものをも失うことになります。そうなる前に、私たちの社会経済のあり方

を生物多様性に配慮したものに転換していくことが必要です。そのために倉敷市に求めら

れているのは、地域が日本、さらには地球規模の生物多様性の一翼を担っているという認

識のもとに、倉敷市の本来の自然が有する生物多様性を回復・維持することです。 
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共生し、生物多様性の恵みを次の世代に引き継ぐため、倉敷市として目指すイメージや方向性を

全ての市民が共有し、取り組むべき基本計画として、「倉敷市生物多様性地域戦略」を定めます。 

２．生物多様性とは 

 

生物多様性とは、生き物たちの豊かな「個性」と「つながり」のこと 

 

約 46 億年前の地球の誕生の後、38 億年前には最初の生物が出現し、さまざまな環境に適応

して進化し、時には環境の変化による大量絶滅を経て、現在では約 3,000万種ともいわれる多

様な生き物が生息しています。これらの生命は一つひとつに個性があり、全ての生き物が直接

的に、間接的にたがいに支えあって生きています。 

●３つの多様性  
生物多様性は、生態系の多様性、種の多様性、遺伝子の多様性の３つのレベルの多様性です。 

●生態系の多様性 

代表的な生態系として、森・山、里地里山、河川、湿原、干潟、サンゴ礁などがあり、この

ようにいろいろなタイプの自然が存在することを生態系の多様性といいます。それぞれの自然

環境の条件のもとに、多様な生物が織りなす系（システム）が形成されており、生態系と呼ば

れています。そこでは、生物、水、二酸化炭素、その他の物質等の循環が繰り返されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

●種の多様性 

動植物から細菌などの微生物にいたるまで、いろいろな生き物がいることをいいます。日本

は、南北に細長く変化に富んだ地形であることや、四季の変化があることにより、世界的に見

ても種の多様性に富んだ地域の一つとされています。 

 

 

 

 

 

 

【児島尾原の棚田】 【瀬戸内海】 【高梁川の笠井堰】 

【カワセミ】 【スイゲンゼニタナゴ】 【ナゴヤダルマガエル(ダルマガエル)】 
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       【ナミテントウ】 
出展：「倉敷市立自然史博物館展示解説書」(2011) 

●遺伝子の多様性 

同じ種でも異なる遺伝子を持つことにより、形や色、生態 

など多様な個性があることをいいます。異なる遺伝子がある 

ことにより、環境の急変や病気の蔓延が起こっても絶滅を免 

れる可能性が高くなります。また、遺伝子の多様性が低い場 

合、仔の死亡率が高かったり、繁殖の成功率が低くなること 

が知られています。例えば、一般的なテントウムシであるナ 

ミテントウは、様々な模様がありますが、これは、遺伝子の 

違いにより起こり、模様のタイプによって適応する気温が異 

なることが知られています。遺伝子の多様性が、環境の変化 

への対応を可能にしたのです。  

 

 

【コラム④】 これまでの自然保護と生物多様性保全はどこが違うのか？  

自然保護と生物多様性保全、どちらも生き物とそれを取り巻く環境をまもることを示して 

いますが、どこが違っているのでしょうか。 

これまでの自然保護では、希少種を中心とした保護活動、優れた風景地や希少な自然地域 

の保護・保全⇒自然公園法と自然環境保全法、保安林など森林保護・保全⇒森林法、鳥や獣

の保護⇒鳥獣保護法などから知られるように、自然環境の個別の要素に着目して、保護・保 

全を図ってきました。 

生物多様性保全は希少な生態系、森林、生物種などに着目するだけでなく、生態系・種・

遺伝子の多様性の全体に注目しています。そして、地域レベルの生態系・種・遺伝子から成

り立っていますので、これからは地域における生物多様性保全への取組みが重要です。地域

においても、単に希少な種や貴重な自然などの保護・保全に加えて、地域の生物多様性が日

本や世界の生物多様性を支えていることを認識して、その保全に取組むことが必要となりま

す。 
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３．生物多様性の重要性 

●生物多様性の恵み（生態系サービス）  

私たちの日々の暮らしは、食料や燃料、医薬品など数多くの生物起源のものに支えられ、また、

私たちの環境そのものが、生態系とその働きによって支えられています。それらは生物多様性の

もたらす恵みに他なりません。この恵みのことを「生態系サービス」と呼んでいます。また、地

域の生物多様性は、気候、風土、歴史などにより形づくられた歴史的な遺産と見ることができる、

『地域の財産』でもあります。 

生物多様性の恵みを将来にわたり享受できるようにするために、多様な生き物のつながりを保

全していかなければなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【コラム⑤】 世界の生物多様性の恵みに支えられる日本  

発展途上国から先進国への輸出のための生産や開発などによって、世界の絶滅危惧種の 3

割が大きな影響を受け、また、日本の消費活動は国際貿易を通じて、アメリカに次いで世界

で 2番目に多くの数の絶滅危惧に影響を与えているとされています。 

例えば、日本は世界の主要な木材輸入国の一つであり、世界各地の森林伐採や開発に大き

な関わりを持っています。また、世界有数の水産物消費国であり、マグロ類では世界の漁獲

量の約 4分の 1を消費しています。日本に輸出するエビ養殖のために、東南アジアの国々の

マングローブ林が消失しています。 

このように私たちの暮らしは世界の生物多様性と関係が深いのです。 

 

生態系サービス 

多くの恵み 

玉島のふな飯 
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４．生物多様性の危機 

●４つの危機と第 6の大量絶滅 

日本の生物多様性は４つの危機にさらされています。地球と生物の長い歴史の中で、例えば約

6500万年前の恐竜などが絶滅したできごとのように、過去にも自然現象などの影響により５回に

わたって大量絶滅が起きていますが、現在は第６の大量絶滅期と呼ばれています。人間活動によ

る影響が主な要因となって、現在の種の絶滅のスピードは過去５回の大量絶滅期の平均絶滅速度

と比較して約 4千万倍にも達しており、たくさんの生き物が絶滅の危機に瀕しています。 

●第 1の危機 

  開発や乱獲など人間活動による種の減少・絶滅、生息・生息地の減少 

鑑賞や商業利用のための乱獲・過剰な採取により個体数を減らし、農放牧・都市・工業用地へ

の転換や埋め立てなどの開発により生息環境を悪化・破壊するなど、人間活動が自然に与える影

響は多大です。 

●第２の危機 

  自然に対する働きかけの縮小（里地里山の手入れ不足）による質の変化 

二次林や採草地が利用されなくなったことにより生態系のバランスが崩れ、里地里山の動植物

が絶滅の危機にさらされています。また、シカやイノシシなどの個体数増加も地域の生態系に大

きな影響を与えています。 

●第３の危機 

  人間により持ち込まれた生物種（外来種など）による固有の生態系のかく乱 

外来種が在来種を捕食したり、生息場所を奪ったり、交雑して遺伝的なかく乱をもたらしたり

しています。また、化学物質の中には動植物への悪影響をもたらすものがあり、それらが生態系

に影響を与えています。 

●第４の危機 

  地球温暖化など地球環境の変化による多くの種の絶滅の加速や生態系の変化 

地球温暖化は国境を超えた大きな課題です。国際的な検討会議である気候変動に関する政府間

パネル（ＩＰＣＣ）の第 4次報告書では、６つの社会シナリオによる予測の結果、平均気温が 1.1

～6.4度上昇すると推計されています。1.5～2.5度上昇すると、動植物の 20～30％は絶滅のリス

クが高まり、3～4度上昇すると、40％以上の種が絶滅するとされています。 

●生物多様性と災害 

  大規模な地震や津波、洪水など自然現象がもたらす生物多様性や生態系への影響 

洪水などによる大規模なかく乱は、生物種や個体群の再生をもたらす機会となるなど、生物多

様性の維持に必要なはたらきの一つです。一方で我々は、東日本大震災を通じて、自然は、多く

の恵みだけではなく、時として未曾有の災害をもたらすことを、あらためて知りました。大規模

な災害は、直接的な生態系などの破壊だけでなく、防災対策や災害発生後の復興対応も含め、生

物多様性の保全へ大きな影響を与えます。 
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第２章 生物多様性地域戦略策定にあたって 

１．地域戦略策定の背景 

（１）生物多様性に関する世界の動き 

1980 年代後半に生物資源の持続可能な利用を行うための国際的な枠組みを設ける必要性が

国連等において議論されるようになり、1992 年 5 月 22 日にケニアのナイロビで開催された生

物多様性条約合意テキスト選択会議において、「生物多様性条約」が採択されました。この条約

は 1993 年に発効し、2012 年 2 月現在、日本を含む世界 192 か国及び欧州連合（EU）が締結し

ています。条約に基づいて、世界全体で具体的に取り組むべき事柄を決めるための、生物多様

性条約締約国会議（COP）が 2年ごとに開かれています。 

2010 年に名古屋市で開催された COP10 では、遺伝資源の利用と配分（ABS）に関する国際ル

ール「名古屋議定書」と 2010年以降の世界目標である「愛知目標」が採択されました。「愛知

目標」は、地球規模で劣化が進む生物多様性の損失に歯止めをかけるために設定された国際的

な戦略計画です。国際社会が 2020年までに実効性ある緊急行動を起こすことを求めるとともに、

2050 年までに人類が自然と共生する世界を実現することを目指し 20 の個別目標を定めていま

す。 

（２）生物多様性に関する国内の動き 

日本は 1993年に 18番目の締約国として生物多様性条約を締結しました。これを受けて、1995

年に生物多様性の保全と持続的利用のための国の政策の目標と取組みの方向性を定めた「生物

多様性国家戦略」が策定され、その後、４度の見直しが行われ、現在の「生物多様性国家戦略

2012－2020」に至っています。 

また、2008年に成立した「生物多様性基本法」においては、生物多様性の保全と持続可能な

利用を総合的・計画的に推進することにより、豊かな生物多様性を保全し、その恵みを将来に

わたり享受できる自然と共生する社会の実現を目指すとされました。同基本法では、生物多様

性国家戦略の策定、その他の生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する国の施策、国、

地方公共団体、事業者、国民・民間団体の責務などに加えて、都道府県及び市町村による生物

多様性地域戦略策定の努力義務などが規定されました。 こうした状況を踏まえて、日本の各都

市においても生物多様性地域戦略策定の動きが広がりつつあります。 
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２．地域戦略の名称及び位置づけ 

（１）戦略の対象地域及び名称 

（仮称）倉敷市生物多様性地域戦略の対象地域は、倉敷市全域とします。 

ただし、高梁川流域の水生生物など、生き物の生息域のまとまりは行政区分にとどまらない

場合もあるため、必要に応じて、国や県、周辺自治体と連携して取組みを推進します。 

（２）戦略の位置づけ 

（仮称）倉敷市生物多様性地域戦略は、生物多様性基本法第 13条に基づく、倉敷市域におけ

る生物多様性の保全及び持続可能な利用に関する基本的な計画です。 

推進にあたっては、市の最上位計画である「倉敷市第六次総合計画」及び環境分野の上位計

画である「倉敷市第二次環境基本計画」との整合性を確保します。 

なお、従来から、「倉敷市第二次環境基本計画」の基本目標のうちの自然環境保全に係る目標

を達成するための市の施策として、「倉敷市自然環境保全実施計画（くらしきネイチャープラン

2011～2020）」を策定し運用してきましたが、今後は、生物多様性の保全及び持続可能な利用に

関する行政の役割を定めた実施計画として、当戦略を担う計画とします。 
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他部の個別計画 

調整 
(2011年 3月策定) 

生物多様性基本法 第 13条 

 都道府県及び市町村は、生物

多様性国家戦略を基本として、

単独又は共同して、当該都道府

県又は市町村の区域内における

生物の多様性の保全及び持続

可能な利用に関する基本的な計

画（生物多様性地域戦略）を定

めるよう努めなければならない。 

(2011年 3月策定) 

◆倉敷市生活排水対策推進計画 

◆倉敷市一般廃棄物処理基本計画 

◆倉敷市地球温暖化対策実行計画 

（区域施策編） 

整合 

包括（行政の役割） 

整合 

生物多様性国家戦略 

(2012年改定) 

生物多様性基本法 

(2008年制定) 

生物多様性条約  

(1992年採択) 
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第 3章 倉敷市の現状と課題 

1. 倉敷の環境基盤の概要 
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（１）位置と気象 

倉敷市は、岡山県南部、岡山平野のほぼ中央に位置し、東は岡山市、玉野市、早島町に、北

は総社市に、西は浅口市、矢掛町にそれぞれ接しています。 

市域は東経 133度 46分、北緯 34度 21分に位置し、東西 25.60km、南北 27.90kmと陸地の部分はや

や南北方向に長く、総面積は 354.72k㎡です。市域は高梁川の下流から河口部にあり、南は瀬戸内

海に面しています。 

 

海域全域が瀬戸内海国立公園に、島しょ部は第 1種・第 2種特別地域に指定され、吉備史跡

県立自然公園、沙美東自然海浜保全地区など、瀬戸内海を代表する豊かな自然が点在するほか、

国指定の名勝である鷲羽山（児島地区）や、県指定の円通寺公園（玉島地区）、倉敷美観地区（倉

敷地区）、王子が岳（児島地区）、由加山(児島地区)など、景勝地が多い地域です。 

また、倉敷市の平均気温は 15.6℃（平成 23 年度、倉敷地域観測所）で、温暖で晴天が多い

瀬戸内海式気候に属しています。水不足や積雪はほとんどなく、自然災害の少ない地域です。 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地区別地図】 

【鷲羽山から 

望む瀬戸大橋】 

【円通寺公園】 

【倉敷美観地区】 
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（２）地形・地質 

倉敷市は、主に標高 300ｍ以下のなだらかな丘陵地や、それに伴う狭い平野、干拓や埋立て

によってできた広い人工的な平野、瀬戸内海海域の島しょ部などで構成されています。 

平野部には小河川や用水路が張り巡らされ、平野部を取り囲む吉備丘陵やその他の山々はい

ずれも高度が低く傾斜も緩やかで、ため池が多くある水辺に恵まれた地域です。 

沿岸部は、かつて「吉備の穴海」と呼ばれ、多数の島々が点在する海運と交通の要所でした

が、高梁川から運ばれた土砂が遠浅の海を形成し、島々を結ぶ干拓が行われ、現在の地形を形

成しました。 

干拓地はかつて干潟であった場所を堤防によって海水を遮断して陸地化したものであり、標

高は 0～1ｍと低く、埋立地は工場建設を目的に昭和以降から造成が始まり（水島臨海工業地帯）、

浅海であった土地を盛土によって埋立てて陸地化し、標高４ｍほどです。このように、自然海

岸のほとんどが人工海岸に改変されていますが、日本で最も古くから開かれた海水浴場と言わ

れ、「日本の渚百選」にも選ばれた沙美海岸（玉島地区）や唐琴の浦（児島地区）など、一部

に自然海岸が残されています。なお、干拓地・埋立地が多い一方、鷲羽山（児島地区）をはじ

め、古代には島として存在した山々には旧石器時代の石器や古墳時代の遺跡も数多く残ってい

ます。 

市域は大平山山系、種松山山系、鴨が辻山系などの丘陵地と高梁川などの河川によって、倉

敷、児島、玉島・船穂、水島、真備地区に分けられます。 

地質は、丘陵地は他の山陽地方南部の地域と同じく、主に中生代白亜紀の流紋岩類・花こう

岩類や、熱変成作用を受けたそれより時代の古い泥岩・砂岩などからなり、それらをおおって

新生代のれき岩などがわずかに分布しています。平野部は北部は主に未固結のれき・砂・泥で

あり、南部は主に 16世紀以降の干拓地や埋立地です。 
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5km 

中生代白亜紀末(約8000万年～7000万年前)のせん緑岩 

 
 

中生代白亜紀末(約9000万年～8000万年前)の流紋岩類 

 
 

古生代(約3億年前)の砂岩・泥岩 

 
 

古生代(約3億年前)のはんれい岩 

 

 

断層 

干拓地・埋立地 

 

新生代第四紀完新世(1万年前～現在)の未固結の 

礫・砂・泥（沖積層） 
 

新生代第四紀更新世(170万年～1万年前）の 

礫岩・砂岩・泥岩 
 

中生代白亜紀末(約8000万年～7000万年前)の 

花崗岩 



3-5 

 

（３）水系 

倉敷市には、市内を東西に二分して流れる一級河川の高梁川と 6支川、倉敷市街地から児島

湖に流れこむ二級河川の倉敷川と 5支川、笹瀬川水系の足守川、里見川と 2支川、小田川、下

村川、砂川、溜川など、大小様々な河川が流れています。 

岡山県内三大河川の一つでもある高梁川は、岡山・鳥取県境の花見山を源に多くの支川を合

わせながら南流し、瀬戸内海の水島灘に注いでいます。岡山、広島両県にまたがる流域は景勝

地と豊かな自然環境の礎となり、水資源として重要な役割を果たしています。 

倉敷川は、倉敷市船倉町を源に、吉岡川、六間川、郷内川などの支川を合わせながら東流し、

児島湖に注いでいます。流域は岡山市、倉敷市、玉野市、総社市、早島町の 4市 1町にまたが

り、岡山の社会・経済・生活・文化と深く関わっています。 

高梁川はもともと市中心部で東西 2本の川に分かれていましたが、洪水と干ばつの解消のた

め、明治 44年から改修工事が行われ、東側をせき止め、現在の一本の河川となりました。これ

に併せて 11ケ所あった取水施設を 1つに統合して造られたのが笠井堰と酒津配水池です。酒

津配水池では笠井堰から取水した用水を貯め、沈砂池として役割を果たすほか、八ケ郷用水の

6 つの水路を通じて市内全域に農業用水を供給しています。また、酒津配水池に隣接して酒津

公園が整備され、市民の安らぎと憩いの場となっています。 

市内には農業用水確保のための人工の池である、ため池が数多く存在します。特に由加山山

系の谷沿いには良好な水質と生態系が維持されたため池が散在し、平野部では見られなくなっ

た貴重な水生植物や湿生植物が生育しています。 

瀬戸内海に流入する大小の河川、平野に張りめぐらされた水路、800 に及ぶため池など、倉

敷市は瀬戸内海沿岸地域の典型的な水系を有しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[資料：倉敷市建設局土木課 HP] 

≪倉敷市内の河川一覧表≫ 

≪岡山県内の市町村別ため池の数≫ 

[資料：岡山県農林水産部耕地課 平成 24年 4月 1日現在] 

河川区分 本数

一級河川 6本

二級河川 14本

準用河川 13本

普通河川
(防砂指定地内)

41本

普通河川
(防砂指定地外)

66本

順位 地域 数

1 岡山市 1,453

2 笠岡市 1,051

3 倉敷市 832

4 赤磐市 699

5 瀬戸内市 644
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（４）海岸・海域 

倉敷市は瀬戸内海に面しています。海岸線は遠浅のため古くから農地、塩田造成のための干

拓の影響を受けて変貌を続けて来ました。昭和 30年代後半には工業用地の造成が行われるよう

になり、自然海岸の多くが人工海岸に変更されました。倉敷市の自然海岸の比率は、全国平均

55.2％を大幅に下回る、28.5％です（平成 6年度 環境省・「自然環境保全基礎調査」より）。 

高梁川河口部一帯には、かつて広大なアマモ場や干潟が広がっていました。しかしながら、

大正時代以降、河川堤防の延長と農地の造成による干拓が続けられるとともに、昭和初期以降、

海をさらに埋め立てて水島臨海工業地帯が造成され、日本を代表する新しい港として水島港が

建設されたことにより、水路や港湾施設が整備され、自然海岸とともにアマモ場や干潟も失わ

れることとなりました。 

現在も残っている自然海岸のうち、1880年に開設され我が国初の海水浴場としても知られる

沙美東海岸（玉島地区）と、唐琴の浦（児島地区）は岡山県自然海浜保全地区条例に基づき、

自然海浜保全地区として指定されています。しかしながら、高梁川の砂利採取、河川にダムや

堰などの構造物が作られたこと、高梁川上流域で江戸時代までさかんに行われていた砂鉄採取

に伴う鉄穴流しが行われなくなったことなどから、汀が後退し両海岸とも人工養浜事業が行わ

れました。 

アマモ場については、先に示した埋立てのほか、工業排水や高梁川中流から河口にかけての

川砂利採取、瀬戸内海の海砂利採取等の影響による海水の濁りの発生により、倉敷市内の分布

範囲は大きく減少しました。その後、水島工業地帯の排水対策が進み、2003年には岡山県内で

【コラム⑥】 高梁川ってどんな川？ 

高梁川は、幹川流路延長111km、流域面積 2,670k㎡の一級河川です。 

岡山県の一級河川は、東から吉井川、旭川、高梁川の三水系あり、その流域面積を合わ

せると、県全体の面積の80％を占めています。 

なお、これらの三大河川は純淡水魚の確認数が、それぞれ全国 10位以内であり（「河川

水辺の国勢調査」H12～H17より）、岡山県は淡水魚の宝庫とも言われています。 

 

高梁川は 

第 7位 
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の海砂採取が禁止となり、瀬戸内海沿岸のアマモは少しずつ再生しつつあります。現在、倉敷

市に存在するアマモ場は 858.09ha（平成 19 年度，岡山県水産課調べ）であり、中でも味野湾

のアマモ場は、瀬戸内海で最も大きな規模を有していることから、海域生態系として日本を代

表する貴重なものと考えられています。 

また、六口島、釜島、上水島、下水島、堅場島、松島など島しょ部を含む倉敷市の海域全体

は、瀬戸内海国立公園に含まれます。瀬戸内海国立公園は陸域・海域を含めると日本一広大な

国立公園であり、最大の特色は、大小 1,000あまりに及ぶ島々で形成された内海多島海景観で

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自然海岸

28.47%

半自然海岸

6.45%
人工海岸

61.81%

河口部

3.27%

倉敷市自然海岸
55.23%

半自然海岸
13.63%

人工海岸

30.33%

河口部
0.81%

全国

[平成 6年度 環境省・自然環境保全基礎調査] 

≪全国と倉敷市の海岸(汀線)区分構成比の比較≫ 

≪倉敷市の海岸・海域の状況≫ 

 

[第 4回自然環境保全基礎調査・岡山県自然環境情報図を一部改変] 

自然海岸（浜） 

消滅した自然海岸 

藻 場 

干 潟 

消滅した干潟 

国立公園 
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【1923年】 

【2007年】 

[岡山県水産課資料を一部改変] 

[大正 13年藻場魚類育成状況調査（岡山県水産試験場）より作成] 

ア マ モ

場 

１９２０年代には、広大なア

マモ場であった海域が埋立て

られ、現在の水島臨海工業

地帯になったことがわかりま

す。 

児島地区についても、海岸

部の埋立てにより海岸部のア

マモ場が縮小しています。 

水島地区 

児島地区 

水島地区 

児島地区 

玉島地区 

≪倉敷市のアマモ場の状況≫ 
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（５）森・山 

倉敷市の森・山は、瀬戸内海地域に見られる典型的な生物・生態系を有しています。しかし、

森・山面積の市域面積に対する比率は 28.3%（平成 23年度 「岡山県の森・山資源」より）で、

岡山県の林野率 68％と比較してかなり低く、県内では早島町に次いで県内 2番目に低い比率で

す。岡山県は、47都道府県の中でもっとも自然植生の割合が低く、森林のほぼ全域が人間活動

の影響を受けた二次林になっています。市域の元々の植生は主に照葉樹林とも呼ばれる常緑広

葉樹林でしたが、薪炭材として盛んに伐採が行われたことなどによってアカマツが優占種であ

る二次林となっていました。ところが、近年の燃料転換による山林の放置などにより、人が山

間部に干渉しなくなったため、徐々に常緑広葉樹林に遷移してきています。 

北部の福山山系や児島地区の鴨が辻山系、竜王山山系では「コバノミツバツツジ－アカマツ

群集」のアカマツ林が広く見られますが、近年はアカマツの枯死とともにアベマキ、コナラ、

アラカシ等の広葉樹に遷移しつつあります。 

酒津八幡山や由加山地域、種松山の一部にはアベマキ、コナラを主体とした夏緑広葉二次林

が見られます。児島の海岸線や六口島の一部では、海岸傾斜地の自然植生である「ウバメガシ

群落」や、自然度の高い「アラカシ群落」が社寺林を中心に小規模ながら見られます。 

由加山地域は玉野市、岡山市南区灘崎町に連なる広大な山地であり、倉敷市でも有数のまと

まった森林面積を持つ丘陵地です。倉敷市は岡山県内でも二次林の占める割合が特に顕著では

ありますが、由加山の由加権現と蓮台寺を囲む一帯には県下で珍しいツブラジイを主とした常

緑広葉樹の自然林があり、社寺林として保護されていることなどから、国立公園の第二種特別

地域に指定され、環境省の特定植物群落にも選定されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[資料：環境省・自然環境保全基礎調査第 4回植生調査] 

区分内容

10 自然草原

9 自然林

7 二次林

5
二次草原

(背の高い草原)

4
二次草原
(背の低い草原)

3 農耕地(樹園地)

2
農耕地(水田・畑)，
緑の多い住宅地等

1 市街地，造成地等

99 自然裸地

98 開放水域

植生自然度

自然度 区分基準

10 高山ハイデ、風衝草原、自然草原等、自然植生のうち単層の植物社会を形成する地区

9 エゾマツ－トドマツ群集、ブナ群集等、自然植生のうち多層の植物社会を形成する地区

8 ブナ・ミズナラ再生林、シイ・カシ萌芽林等、代償植生であっても、特に自然植生に近い地区

7 クリ－ミズナラ群落、クヌギ－コナラ群落等、一般には二次林と呼ばれる代償植生地区

6 常緑針葉樹、落葉針葉樹、常緑広葉樹等の植林地

5 ササ群落、ススキ群落等の背丈の高い草原

4 シバ群落等の背丈の低い草原

3 果樹園、桑園、茶畑、苗圃等の樹園地

2 畑地、水田等の耕作地、緑の多い住宅地

1 市街地、造成地等の植生のほとんど存在しない地区
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田

12.7%
畑

7.2%

宅地

26.5%

池沼

0.1%

山林

16.1%原野

0.7%

雑種地

5.2%

その他

31.6%

（６）土地利用 

倉敷市では、平野部は市街地、耕作地、および工業・商業用地として利用されています。高

梁川河口には水島臨海工業地帯が広がっています。児島地区には平野部が少なく、海岸沿いに

市街地が広がっています。玉島地区北部などの丘陵地や種松山の一部にはまとまった桃畑やミ

カン畑が、船穂地区ではマスカットなどの果樹園が見られます。真備地区にはブドウ、柿など

の果樹園や、山裾部分等にはまとまった竹林があります。 

平成 23年度の地目別面積は宅地が最も多く 26.5％です。昭和 50年には、30％を占めていた

田・畑などの農地は約 20％に減少する一方で、宅地は約 19％から 26％に増加し、農地の宅地

化が進んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[資料:昭和 50年度倉敷市統計書] 

※旧船穂・真備を含まない。 
[資料:平成２３年度倉敷市統計書] 

≪昭和50年度 地目別土地面積≫ ≪平成 23年度 地目別土地面積≫ 

※その他…非課税の土地(道路など公共の固定資産， 

社会福祉施設，学校施設など) 

 

田
21.0%

畑

7.5%

宅地

18.7%

池沼

0.1%

山林

14.7%原野

0.5%

雑種地

2.7%

その他

35.0%
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S35年 40年 45年 50年 55年 60年 H2年 7年 12年 17年 22年

耕地面積（ha） 9,203 12,777 10,509 8,715 7,756 7,043 6,710 6,250 5,506 5,050 4,630

0

3,000

6,000

9,000

12,000

15,000

S50年 55年 60年 H12年 17年 22年

耕作放棄地（ha） 216 268 273 429 815 766

0

200

400

600

800

1000

S30年 35年 40年 45年 50年 60年 H2年 7年 12年 17年 22年

農家数（戸） 18,627 20,819 19,156 17,806 16,568 15,451 11,951 10,735 9,597 8,785 7,907

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

S45年 50年 55年 60年 H2年 7年 12年

農業従事者数（人） 28,752 44,847 39,606 36,935 25,585 21,682 21,276

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

●農用地 

耕地面積は年々減少する一方で、耕作放棄地は平成 12年から平成 22年にかけて約 1.8倍に増加

し、農用地全体に占める割合は、昭和 50年の 2.4％から平成 22年の 16.5％に増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●農業人口 

農家数は、平成 22年に 7,907戸と、昭和 30年の 18,627戸に比べ半分以下に減少しています。農

業従事者数は、平成 12年に 21,276人と、昭和 50年の 44,847人に比べ半数以上減っています。一

方、5ha以上の大規模農家数は平成 22年に 25戸と、平成 17年の 12戸に比べ 2倍に増加していま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[※作物統計における耕地面積 資料:農林水産省・農業センサス、倉敷市農業振興計画書] 

[※総農家における農家数 資料:農林水産省・農業センサス] 

 

[※総農家における農業従事者数 資料:農林水産省・農業センサス] 

≪耕地面積の推移≫ 

≪耕作放棄地面積の推移≫ 

[資料:農林水産省・農業センサス、くらしきの魅力ある農業経営] 

≪農家数の推移≫ 

≪農業従事者数の推移≫ 
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（７）産業 

倉敷市は、昭和 42年の三市合併（倉敷市、児島市、玉島市）、平成 17年に真備町、船穂町を

合併し、現在の市域を形成しています。合併前の各地域それぞれに、固有の資源を活用した産

業の蓄積の経緯を経て、今日見られるように、伝統的な地場産業から最先端技術が集積する重

工業まで、多種多様な産業が発展・共存しています。 

江戸時代の倉敷村は綿花や米の集散地「天領」（幕府の直轄地）として栄えました。1746 年

には幕府支配の拠点として代官陣屋が置かれ、寺社の創建・改築が相次ぎ、商工業が活発にな

りました。その時期から形成されてきた美しい町並みは「美観地区」として現在まで伝えられ

ています。 

児島では江戸時代の木綿産業に始まり、学生服・ユニフォームなど繊維業が発展しました。

国産ジーンズ発祥の地と言われており、学生服・制服生産量は現在も日本一です。また、江戸

時代から昭和初期までは瀬戸内海の自然の利を活かして塩田業も栄えました。 

玉島・船穂では水田開発による干拓が行われるとともに、北前船と高瀬船の水運により、港

町として栄えました。 

水島では全国有数の臨海工業地帯が建設され、これにより倉敷市は日本を代表する工業都市

となりました。水島臨海工業地帯の岡山県全体の製品出荷額に占める割合は 51.9％、市町村

別順位では全国第 5位と国内有数の工業地帯です。（平成 23年度 「水島臨海工業地帯の現状」

より） 

 

≪平成 22 年度 産業別の従事者数に関する構成比≫ 

[資料：総務省「国勢調査」・倉敷市統計書] 

3.7 

4.6 

1.9 

7.5 

7.9 

9.0 

16.1 

18.7 

21.9 

5.4 

5.6 

6.5 

16.4 

16.3 

16.2 

5.7 

4.9 

5.0 

10.3 

12.1 

11.9 

5.7 

4.9 

4.9 

29.2 

25.0 

22.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全国

岡山県

倉敷市

[農業，林業] 

[建設業] 

[製造業] 

[運輸業，郵便業] 

[卸売業，小売業] 

[宿泊業，食サービス業] 

[医療，福祉] 

[サービス業(他に分類されないもの)] 

[その他] 
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２．倉敷の生き物と生態系の特筆すべき特徴 

（１）「市木」・「市花」・「市の鳥」 

市木と市花は、市のシンボルにふさわしいもの、倉敷の気候風土に適したものなどを条件に

検討し、市民投票などを経て、昭和 46年にくすのきとふじが制定されました。 

市の鳥は、本市の中核市移行（平成 14年 4月 1日）などを記念して、自然と人間との共生の

シンボルとして、カワセミが制定されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）市内に生息する生き物たち  

倉敷市には、自然環境の現状に合わせて、様々な生き物が生息・生育しています。 

記録されている維管束植物は約 1,450 種類、動物については、ほ乳類が約 20 種、鳥類が約

230種、両生類・は虫類が 27種、淡水魚類は約 70種が確認されており、昆虫類は約 2,800種、

クモ類は約 150種が確認されています。 

その中には、個体数が減少し絶滅のおそれのある生き物（希少種）も数多く含まれます。

絶滅のおそれのある生き物については、「種の保存法（絶滅のおそれのある野生動植物の種

の保存に関する法律）」や、「環境省レッドリスト（日本の絶滅のおそれのある野生生物の

種のリスト）」、「岡山県版レッドデータブック 2009」などで種が指定されています。 

「岡山県版レッドデータブック 2009」で指定された生き物のうち、動物では 18％が、植物で

は 22％が倉敷市内でも確認されています。 

用水路やため池が数多くある倉敷市には、水辺の生き物を中心に、希少種が生息しており、

植物では、岡山県指定希少野生動植物に指定されているミズアオイの岡山県内唯一の自生地が

あります。両生類では、ナゴヤダルマガエル（ダルマガエル）やカスミサンショウウオ、淡水

魚類では、スイゲンゼニタナゴ、カワバタモロコ、サンヨウコガタスジシマドジョウなどが、

岡山県絶滅危惧Ⅰ類に指定されています。特に、種の保存法の指定種でもあるスイゲンゼニタ

ナゴは、兵庫県の千種川から広島県芦田川にかけての山陽地域のみに生息する種ですが、本市

を含む岡山平野とその周辺が主要な生息地とされる希少な淡水魚です。愛知県から広島県及び

四国の一部が分布域とされるナゴヤダルマガエルは、東海・近畿東部地方と近畿西部・中国・

市木：くすのき 市花：ふじ 市の鳥：カワセミ 
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四国地方の個体群で鳴き声などが異なります。近畿西部以西に生息する個体群については、各

地で急激に生息域と個体数が減少していますが、倉敷市内には、辛うじてまとまった数が確認

できる生息地が残っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、市内には外来生物も生息・生育しています。外来生物とは、もともとはその地域にい

なかったのに、人間の活動によって他の地域から入ってきた生き物のことで、生態系、人の生

命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあるものを言います。 

外来生物については、「外来生物法（特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関

する法律）」は、特に生態系等への被害が大きい種を「特定外来生物」と指定しており、指定

された種はペットも含めて飼育、栽培、保管または運搬、譲渡、輸入、野外への放出などが禁

止され、これに違反すると罰せられます。なお、環境省では、規制の対象とはなっていないも

のの、生態系への悪影響が懸念される生き物についても「要注意外来生物」として指定し、外

に捨てたりしないよう取扱いに注意を呼びかけています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

絶滅 絶滅

野生絶滅 野生絶滅

絶滅危惧ⅠA類

絶滅危惧ⅠB類

絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類

準絶滅危惧 準絶滅危惧

情報不足 情報不足

留意 ―

絶滅危惧Ⅰ類

≪「岡山県版レッドデータブック 2009」のカテゴリー定義≫ 

≪「岡山県版レッドデータブック 2009」選定種の集計表≫ 

倉敷市：倉敷市内で確認された種 

非  ：岡山県内に生息するが、極めて少なく、市町村の特定だけでも生息地が限定され、採集のおそれが高い、あるいは、

十分な情報が得られていないとして、生息地情報が非公開とされている種 


